
施肥低減体系緊急導入促進事業施肥低減体系緊急導入促進事業

肥料コストの低減に積極的に取り組もうとする産地に対し、緊急的な土壌診断等よる施肥設計の見直しの取組に必要な経費を補助。

○補助対象となる経費 ： 簡易土壌診断装置の導入費、分析試薬等の資材費、外部専門家による研修経費等

○補助率 ：定額 （上限２００万円）

野菜農家支援

事業実施主体（農業協同組合等）

農林水産省（生産局）

（独）農畜産業振興機構
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